
                     

 

令和６年１２月１１日 

九 州 地 方 整 備 局 

熊本河川国道事務所 

 

令和６年度 第２回熊本県交通渋滞対策協議会を開催します  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セミコンテクノパーク周辺の道路の混雑状況（平日朝７時台）  

 

 

熊本県交通渋滞対策協議会では、渋滞対策を効率的かつ効果的に進め

るため、平成２５年１月に『地域の主要渋滞箇所』を選定し、平成２７

年８月には「渋滞対策の基本方針」をとりまとめ、渋滞対策に取り組ん

でいるところです。  

今回、「新たな混雑発生交差点の評価検討」などについて議論するため、

以下のとおり熊本県交通渋滞対策協議会を開催しますので、お知らせし

ます。  

 

記  

 

１．開 催 日 時：令和６年１２月１６日（月）１０：００～  

２．開 催 場 所：国土交通省  熊本河川国道事務所  ４階大会議室  

３．委 員：別表―１のとおり  

 

※会議の取材につきましては、冒頭の会長挨拶までとさせていただき  

ますが、会議終了後、１階第一会議室（会議会場とは別会場）において

熊本河川国道事務所担当者がお問い合わせに応じますので、別紙の申込

用紙に必要事項を記載の上、１２月１３日（金）１７：００までにご登

録をお願いいたします。  
 

【問い合わせ先】  

国土交通省  九州地方整備局  

熊本河川国道事務所  技術副所長   長野
な が の

  秀
ひで

隆
たか

 

計画課長    横山
よこやま

 朋
とも

弘
ひろ

 
 

〒861-8029 熊本県熊本市東区西原 1 丁目 12 番 1 号  

電話：096-382-1111（代表）  



これまでの主要渋滞箇所の解除状況  

 

▼主要渋滞箇所既解除箇所（36 箇所） 

箇所：単独で主要渋滞箇所を形成  

区間：交差点等が連担するなど、速度低下  

箇所が連続しており、複数の主要渋  

滞箇所を含む区間  

▼熊本県内の主要渋滞箇所（位置図） 

※仮）益城町小谷交差点、山鹿市古閑交差点、  千丁町古閑出交差点、食場交差点、通山トンネ入口交差点、

城南町今吉野交差点、仮）今吉野北交差点は主要渋滞箇所選定基準クリア箇所として主要渋滞箇所から解除  

▼主要渋滞箇所（一般道）の選定基準  

▼熊本県内の主要渋滞箇所  



別表－１

役　職

◎ 九州地方整備局　熊本河川国道事務所 事務所長

九州地方整備局　八代河川国道事務所 事務所長

九州地方整備局　道路部道路計画第一課 課長

九州運輸局　熊本運輸支局
首席運輸企画専門官
（企画調整担当）

熊本県警察本部 交通規制課長

○ 熊本県土木部道路都市局 道路整備課長

熊本県土木部道路都市局 道路保全課長

熊本県土木部道路都市局 都市計画課長

熊本県企画振興部交通政策・統計局 交通政策課長

熊本市都市建設局　都市政策部 部長

熊本市都市建設局　土木部 部長

熊本市都市建設局　交通政策部 部長

一般社団法人　熊本県バス協会 専務理事

公益社団法人　熊本県トラック協会 専務理事

一般社団法人　熊本県タクシー協会 専務理事

西日本高速道路（株）九州支社総務企画部企画調整課 課長

西日本高速道路（株）九州支社熊本高速道路事務所 所長

事務局

九州地方整備局　熊本河川国道事務所　計画課，交通対策課

熊本県土木部道路都市局　道路整備課

◎会長、○副会長

所　属

熊本県交通渋滞対策協議会名簿

熊本市都市建設局　交通政策部　交通企画課



 

 

 

 

取材を希望される方は、事前にご登録をお願い致します。 

本様式に必要事項を記載いただき、熊本河川国道事務所 計画課 

（０９６－３８２－８４１２）まで FAX にてお申し込みください。 

 

提出期限：12 月 13 日（金） １７：００まで 
 

※取材に当たっての留意事項について 
・会議の取材につきましては冒頭の会長挨拶までとさせていただ
きますが、会議終了後、熊本河川国道事務所担当者がお問い合
わせに応じます。 

・取材時は腕章の着用を必ずお願い致します。 
・駐車スペースが限られているため、車でお越しの際は、極力乗
り合わせをお願い致します。 

 

■報道機関名 

 

 

■取材者名 

 

 

■連絡先（代表者の連絡先） 

 

 

■取材の希望日時 ※希望日時を丸囲みしてください 

① 冒頭のカメラ撮りのみ （１０：００～） 

② 会議後の事務局取材のみ（１１：３０～） 
  ※会議の進行により開始時間が前後する可能性があります 

③ 冒頭カメラ撮り・会議後取材 両方 

 

取材申込書 


